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毎
日
を
健
康
に
過
ご
し
て
勝
し
い

榛
診
・健
診
て
身
体
の
状
態
を
手
ェ
ッ
ク

４０
歳
以
上

（昭
和
４９
年
４
月
１
日
以
前
生
ま

れ
）
の
方
を
対
象
に
健
康
診
査
、
大
腸
が
ん

・

肺
が
ん
検
診
を
行
い
ま
す
。

対
象
者
　
市
民

（医
療
保
険
は
間
い
ま
せ
ん
）

料
金
　
５
０
０
円

検
査
内
容
　
間
診
と
便
潜
血
検
査

（２
日
分
）

対
彙
者
　
市
民

（医
療
保
険
は
間
い
ま
せ
ん
）

料
金

・
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
査
　
無
料

・
喀
痰
検
査

（希
望
者
）
　

７
０
０
円

検
査
内
容
　
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
、
希
望
の

方
は
喀
痰
検
査

※
両
検
診
と
も
７０
歳
以
上
の
方
と
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
の
方
は
無
料
に
な
り
ま
す

対
象
者
　
国
民
健
康
保
険
、
も
し
＜
は
後
期
高

齢
者
医
療
の
被
保
険
者

料
金

後
期
高
齢
者
医
療
　
　
５
０
０
円

国
民
健
康
保
険
　
１
，
０
０
０
円

¨
検
査
内
容
　
検
尿
・
身
体
計
測

・
間
診
・
血
圧

¨
測
定

・
採
血
な
ど

¨
※
特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者
健
診
の
み
６
月
４

¨
　
日
～
６
日
は
予
約
制
で
す
の
で
、
事
前
に
健

　̈
康
づ
く
り
係
へ
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す

予
約

・
問
合
せ
先
　
健
康
増
進
課
健
康
づ
く
り
係

（
５
番
窓
□
）

８
②
２
２
１
７
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平成25年度日欄臓

0特定償鰺 (午後2時～3時開催)  0餞期言齢書健滲 (午後1時～1時半開催)

0大臓がん検じ、

"が

ん 。
―

   (午後1時～3搬

細 鎌 鋼 錫

6月 3日 (月 )

ー

6月 30日 (日 ) 敵 軸

6月 4日 (央) 市民文化会館 (※予m) 7月 1日 (月) 朝日公民館

6月 5日 (水) 市民文化会館 (※予約颯) 7月 2日 (火) 朝日公民館

6月 6日 (本) 市民文イ臨  (※予釣朝) 7月 3日 (水) 伊豆水産技術研究所

6月 7日 (金) 中 (なか)公民館 7月 4日 (本) 外浦区集会所

6月 8日 GD みくらの里 7月 5日 (金) 置 臨

6月 9日 (日 ) み<らの里 7月 6日 GD 中央公民館

6月 10日 σ∋ 河内
/AN 7月 7日 (日) 須崎漁民会館

6月 11日 (火) 舶 ク灘 7月 8日 (月 ) 須崎漁民会館

6月 26日 (水) 白浜公民館 7月 9日 00
―

ンター

6月 27日 (木) 白浜公民館 7月 100(水)

―

ンター

6月 28日 (金) 田牛区集会場 7月 11日 (木)

…

ンター

6月 29日 CL) 閥 蜘 7月 12日 GD
―

高
齢
看
肺
贅
彗
百
ワ
ク
チ
ン

予
賄
機
種
に
助
成
し
審
す

市
で
は
、
肺
炎
の
発
病
や
重
症
化
予
防
に
有

効
と
さ
れ
る
高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
予

防
接
種
の
費
用
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

助
成
を
受
け
る
に
は
事
前
申
請
が
必
要
で
す
。

主
な
対
象
者

下
田
市
に
住
所
が
あ
り
、
次
に
該
当
す
る
方

◎
接
種
日
に
７５
歳
以
上
の
方
又
は
６５
歳
以
上
７５

歳
未
満
で
障
害
の
認
定
を
受
け
た
方

※
障
害
の
種
類
等
、
詳
細
に
つ
い
て
は
直
接
お

問
い
合
わ
せ
＜
だ
さ
い

助
成
対
彙
接
種
期
間

平
成
２５
年
４
月
１
日
～
平
成
２６
年
３
月
３‐
日

助
成
額
　
接
種
費
用
の
内
、
３
，
０
０
０
円

助
成
の
流
れ

左
記
申
請
先
で
、
認
定
書
の
交
付
を
受
け
、

医
療
機
関
に
て
助
成
額
３
，
０
０
０
を
引
い
た

額
を
自
己
負
担
と
し
て
支
払
い
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
書
類
　
印
鑑
、
保
険
証

※
６５
歳
以
上
７５
歳
未
満
で
障
害
の
認
定
を
受
け

た
方
は
障
害
者
手
帳
等

接
種
の
判
断
に
つ
い
て
は
か
か
り
つ
け
医
な

ど
に
ご
相
談
し
て
＜
だ
さ
い
。

申
請

・
問
合
せ
先
　
健
康
増
進
課
健
康
づ
＜
り
係

（
５
番
窓
□
）
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２
１
了


